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こ く ぶ ん じ の よ さ ん

国 分 寺 市

わ か り や す い！

令和６年度版





　地方公共団体の予算書は，「分厚く，数字だらけでわかりにくい」ので，コン

パクトで，見やすい「わかりやすい！こくぶんじのよさん」を作成しています。

市民の皆さんにわかりやすくお伝えすることで，情報の公開を進めていますので，

市政に関心をお持ちいただき，ご意見をお寄せください。

「わ か り や す い！ こ く ぶ ん じ の よ さ ん」 に つ い て

予算書概要版

予 算 書 財政資料集

用 語

■ 地方自治法 昭和22年法律第67号・地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱など地方

自治制度の基本事項を定めた基本法。

国分寺市の財政状況を示す各種の

データをまとめています。毎年度

データを更新して作成しています。

国分寺市の１年間の予算をまとめて

います。

※「地方自治法」の定めにより，毎

年度必ず作成します。
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最初にこの資料の中の表現をわかりやすく説明したいと思います。予算書等に出てくる「歳入」

や「歳出」については，普段の生活で耳慣れないと思いますので，ここでは歳入を収入といい，

歳出を支出と呼びます。 （予算書等他の資料のときは，そこを意識してみてください！）

（※）下水道事業会計は，令和２年度から地方公営企業法の財務規定の適用により，会計方式が公営

　　　企業会計に移行したため，上記の予算規模からは除いています。

収入と支出をひとまとめで経理するのが原則ですが，地方公共団体の行政サービスは複雑

多岐にわたっているため，一般会計とは別に特定の収入をもって特定の支出にあてる場合

は，特別会計をつくって会計経理をすることでわかりやすくしています。

予算は何のために必要なの?

予算は，行政サービスを計画的に提供するため必要です。

どうして会計がいくつもあるの？

市長は，１年間の行政サービスを計画的に行うために予算を作成し，執行する権限がありま
す。ただし，市長が作成した予算は，議会の議決を得ることによって，初めて執行すること
ができます。

予算には，大きく分けて一般会計と特別会計があります。国分寺市では，令和６年度当初予
算で一般会計及び特別会計，下水道事業会計（※）を計上しています。一般会計は市の行政
サービスの基礎的なこと（教育・福祉の行政サービスや道路，公園の整備など）を行う会計
です。特別会計は，特定の目的のための会計で国民健康保険税など特定の収入があり，一般
会計予算から切り離して，その収入・支出を経理する会計のことです。国分寺市の令和６年
度の予算規模は，一般会計予算（636億6,132万円）と特別会計予算（246億6,699万円）を合
わせた883億2,831万円となります。

基 礎 知 識 編

予算って何だろう?

予算とは，４月から翌年３月までの１年間の収入と支出の見積りです。

新しい年度が始まる前に，その１年間でどのくらいの収入が見込めるのか，どのように行政
サービスを行うのかを計画し，その支出(費用)を見積もります。この収入と支出の見積りの
ことを，「予算」といいます。予算書には，これからの１年間のお金の使いみちが記されて
います。

収 入 （歳入） 支 出 （歳出）

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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 予算を使ったあとはどうするの？

 その年度の予算の収支の結果を決算書
 として作成し，報告します。

市長が予算案を作ります。そして,市議会の審議と議決によって成立します。

 一度決めた予算は，変えられないの？

 変えることがあります。これを補正予算といいます。

予算はどうやって決めるの？Ｑ

Ａ

予算案の作成
予算編成方針確定

予算編成説明会開催

予算見積書の作成

予算ヒアリング・査定

予算内示・確定

予算審議
議会の審議

議決

予 算 成 立

年度の終了

決算の認定

決算書の作成

決算書の報告

予算の執行

市役所の各部は，市民の皆さんの意見や要望を聴き，

「向こう１年間の行政サービス」を検討します。

市長は，各部の案と自身の政策に沿って予算案をまと

め，市議会に提案します。

市議会では，市民を代表する議員が提案された予算案

をいろいろな面から審議し，予算を議決します。

例）台風などの自然災害が発生！

緊急的にお金を使わなければならない！

補正予算編成・議決

１年の間には，予算を見積もるときに予測できなかっ

たことが起こる時があります。

このような時には，予算を変えることが必要です。

市長が変更する予算案を作り，市議会で審議し，議決

によって成立します。この予算を補正予算といいます。

予算を使った結果を決算といいます。決算は，１年間

に行った行政サービスの結果を示しています。

つまり，新しい年度が始まる前に決めた予算とその後

の補正予算で見積もった収入と支出の結果が決算です。

９
月
～
翌
年
２
月

３
月

４
月
～
翌
年
３
月

６
月
～
７
月

９
月

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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　国分寺市の収入は，皆さんが市に納めていただく「市税」，皆さんが国に納めた税金

　の一定割合が譲与される「地方譲与税」，国や東京都から特定の事業の経費に充てる

　ことを条件に交付される「国庫支出金・都支出金」など，21種類に分類されます。

 市税 市民の皆さんが納める税金です。

 地方譲与税 国が国税として徴収し，地方公共団体に対して譲与します。

 各種交付金

 利子割交付金

 配当割交付金

 株式等譲渡所得割交付金

 地方消費税交付金

 環境性能割交付金

 法人事業税交付金

 地方特例交付金

 交通安全対策特別交付金

 地方交付税 ※

 国庫支出金 国からの補助金等で，特定の事業に充当されます。

 都支出金 都からの補助金等で，特定の事業に充当されます。

 その他収入

 分担金及び負担金

 使用料及び手数料

 財産収入

 寄附金

 繰入金

 繰越金

 諸収入

 市債 国や金融機関などからの借入金で，返済が２年度以上のものです。

単位の都合上，合計額を合わせるために一部金額を調整しています。

※地方交付税 全国の地方公共団体が一定水準の行政サービスを確保できるよう，財政力の弱い団体

の財源を補てんするために国が徴収した国税を交付する普通交付税と，普通交付税で

はカバーされない災害などの特別の需要に対して交付する特別交付税があります。な

お，国分寺市では平成27年度以降普通交付税の不交付団体となり，令和３年度に７年

ぶりに交付団体となりましたが，令和４年度には再度不交付団体となりました。

収入にはどのような種類があるの?

皆さんに納めていただく市税など，大きく分けると２１種類の収入があります。

区　分 令和６年度予算額

255億3,778万円

1億9,870万円

45億7,701万円

4,681万円

2億7,795万円

5,694万円

1億3,308万円

878万円

5,000万円

4億7,074万円

636億6,132万円収入（歳入）合計

65億8,220万円

1億4,700万円

6,750万円

44億7,224万円

10億円

10億4,125万円

99億5,951万円

86億4,200万円

81億1,412万円

3億2,137万円

10億6,476万円

31億3,630万円

4億4,641万円

Ｑ

Ａ
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　歳入の根幹である市税収入は，全体で８億6,523万円（3.5％）増の255億3,778万３千円を

　見込みました。内訳としては，個人市民税は，新型コロナウイルス感染症による雇用環境に

　ついて一定の回復が見込まれること，納税義務者数の増加が見込まれることにより３億2,070

　万円の増，法人市民税についても，納税義務者数の増加が見込まれることから１億6,682万９

　千円の増を見込みました。また，土地については，３年に１度の評価替えに伴う地価の上昇

　による増，家屋については家屋新築による増の影響で，固定資産税は２億3,974万円の増，

　都市計画税は5,806万円の増となっています。

■ 市税の内訳

　市債とは，国分寺市が資金調達のために負担する債務で，その返済が１会計年度を越

　えて行われる借金のことです。地方公共団体の支出は，市債以外の収入で賄うことを

　原則にしていますが，多額な資金が必要な場合や将来の市民にも経費を分担してもら

　うことが公平である場合などには，市債を財源とすることができます。

■ 市債の償還額（利子含む）の推移　※令和４年度までは決算数値，令和５年度以降は推計

どうして借金するの？

学校などの公共施設の建設費には一度に多額の経費がかかります。資金繰りという
面もありますが，将来の市民の皆さんにも公平に負担してもらう面もあります。

市税の収入は増えているの？

国分寺市の市税収入は，市民税や固定資産税等の増により，前年度に比べて
８億6,523万円（3.5％）増となります。

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
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■ 令和６年度当初予算の総額は 883億2,831万２千円

　一般会計の当初予算の予算規模は，636億6,131万７千円となり，前年度より75億6,869万

６千円（13.5％）増となりました。

（単位：千円）

※下水道事業特別会計については，令和２年度から地方公営企業法の財務規定の適用により，下水道事業会計と

　 して公営企業会計に移行し，会計方式が官公庁会計方式から，公営企業会計方式へと変わりました。

■ 一般会計の主な増減理由

前年度と比べて，増減額が大きいものは次の３つです。

物件費 36億3,000万６千円（34.9％）の増

新庁舎建設に係る備品購入費の増など

事業費 23億5,217万６千円（27.6％）の増

新庁舎建設事業に係る工事請負費の増など

扶助費 ９億6,685万４千円（6.2％）の増

保育所委託費（私立分）の増など

国 分 寺 市 の 今 年 の 予 算

会計区分 令和６年度 令和５年度 増減 増減率（％）

▲ 1.6

介護保険特別会計 9,852,809 9,519,674 333,135 3.5

特別会計 24,666,995 24,350,561 316,434 1.3

一般会計 63,661,317 56,092,621 7,568,696 13.5

会計区分 令和６年度 令和５年度 増減 増減率（％）

合　計 88,328,312 80,443,182 7,885,130 9.8

▲ 62,402

後期高齢者医療特別会計 3,503,492 3,339,258 164,234

下水道事業会計

4.9

▲ 2.4収益的収入 2,516,119 2,578,521

国民健康保険特別会計 11,310,694 11,491,629 ▲ 180,935

67,823 7.1

▲ 57,019 ▲ 1.9

資本的収入 685,296 649,712 35,584 5.5

２

３

資本的支出 1,026,033 958,210

１

収益的支出 3,007,579 3,064,598
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■ 一般会計予算額・市税予算額の推移
　一般会計の近年の予算額を見てみると，

増加傾向が続いており，令和４年度に前年度

比で減少に転じましたが，令和５年度は再度

前年度比増加となりました。

　令和６年度は総額約637億円，対前年度比で

約76億円（13.5％）の増となり，当初予算と

しては過去最大規模となりました。

　令和６年度の市税収入については，新型

コロナウイルス感染症の影響からの回復，

納税義務者数の増を見込み，対前年度比で

約８億円（3.5％）の増となりました。

■ 市債の未償還額（利子含む）の推移 （※R４年度までは決算額，R５年度は決算見込額，R６年度は当初予算額）

　各年度末の市債未償還額の推移と推計を表しました。令和２年度まで減少傾向にありましたが，令和３年度

以降は新庁舎建設事業における市債等の影響により増加となっています。市民一人あたりの市債未償還額は，

令和２年度には約22万円でしたが，令和６年度には約29万円になる見込みです。

■ 基金残高の推移（全会計） （※R４年度までは決算額，R５年度は決算見込額，R６年度は当初予算額）

　各年度末の特別会計を含む全会計の基金

残高の推移を表しました。平成29年度に国

分寺駅北口再開発ビルの保留床処分金を活

用した大幅な積増しを行い，100億円を超

える規模となりました。その後も決算剰余

金などの積増しにより増加傾向が続き，令

令和５年度末には161.5億円となる見込み

です。

　新庁舎が竣工となる令和６年度には，庁

舎建設資金積立基金等の大幅な取り崩しに

伴い，122.3億円に減少する見込みです。

477
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■ 一般会計予算　収入の内訳

令和６年度の国分寺市の収入にはどのようなものがあって，どのくらいの金額なのかを見てみま

しょう。

■ 一般会計予算　収入の特徴

○ 市税が収入の40.1％を占め,前年度に比べ８億6,523万円，3.5％増となっています。

○ 市税や使用料・手数料など収入（歳入）に占める自主財源の割合は，52.9％となっています。

○ 繰入金は，公共施設整備基金繰入金が３億8,505万円の増，庁舎建設資金積立基金繰入金が

23億9,767万円の増，退職手当基金繰入金が１億3,610万円の増となったこと等により，

前年度と比較して全体で29億1,922万円，188.0％の増となりました。

収 入 （ 歳 入 ）

国庫支出金
国から使いみちを決められて交付

される補助金など

99億5,951万円 (15.7%)

都支出金
都から使いみちを決められて交付

される補助金など

86億4,200万円 (13.6%)

市債
事業を行う際の財源不足を補う

ための国や金融機関などからの

借入金

65億8,220万円 (10.3%)

繰入金

特別会計，基金から一般会計

へのお金の移動

44億7,224万円 (7.0%)

地方消費税交付金

都からの一定のルールに基づ

いて配分されるお金

31億3,630万円 (4.9%)

繰越金
前年度から持ち越したお金

10億円 (1.6%)

使用料及び手数料

市の施設の使用料や事務手

数料など

10億6,476万円 (1.7%)

諸収入

延滞金や収益事業収入，雑

入など

10億4,125万円 (1.6%)

その他
国が集めたお金を一定のルール

に基づいて配分する地方譲与税

や交付金など

22億2,528万円 (3.5%)

市税
市民の皆さんが納める税金

255億3,778万円 (40.1%)

636億6,132万円

市 税 の 内 訳

■ 市民税（137億7,403万円） 個人が収める個人市民税と法人が収める法人市民税があります。

■ 固定資産税（87億7,231万円） 土地，家屋，償却資産を持つ個人や法人が収める税金です。

■ 都市計画税（20億5,570万円） 土地，家屋を持つ個人や法人が収める税金です。

■ 軽自動車税（8,957万円） 軽自動車，オートバイなどの所有者が収める税金です。

■ 市たばこ税（８億4,617万円） 卸売業者等が市内の小売店にたばこを売渡した際に課税される税金です。
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■ 一般会計予算　支出の目的別内訳

目的別とは，業務の内容（目的）によって分類したもので，各部各課ごとの大まかな支出を知ることが

できます。

■ 一般会計予算　目的別支出の特徴

○ 民生費が42.3％を占めています。保育所委託費（私立分）の増などにより，

前年度と比較して６億9,350万円，2.6％の増となりました。

○ 総務費は，新庁舎建設事業における工事請負費の増などにより，前年度と比較して

57億1,015万円，72.7％の増となりました。

○ 教育費は，第三小学校及び第十小学校の校舎増築事業における工事請負費の増などにより，

　 前年度と比較して10億5,145万円，15.6％の増となりました。

 支 出（ 歳 出 ）

総務費
市役所の運営や市税の賦課・

徴収のために使われるお金

135億6,610万円 （21.3%）

民生費
社会福祉の充実を図るために

使われるお金

269億2,911万円 （42.3%）

教育費
学校教育や生涯学習，文化財

の保護のために使われるお金

77億9,157万円 （12.3%）

土木費
道路・駅周辺整備や交通安全

のために使われるお金

45億2,773万円 （7.1%）

消防費
火災，風水害，地震などの災

害対策のために使われるお金

20億4,897万円 （3.2%）

衛生費
健康保持増進，環境対策，ご

み処理のために使われるお金

50億5,539万円 （8.0%）

公債費
市債（市の借金）の元金・利子

償還のために使われるお金

22億4,069万円 （3.5%）

諸支出金
特別会計への繰出金，貸付金，

基金積立に使われるお金

６億9,304万円 （1.1%）

議会費
議員の報酬や議会運営などに

使われるお金

３億9,615万円 （0.6%）

その他
雇用促進や農業・商業振興な

どに使われるお金

４億1,257万円 （0.6%）

636億6,132万円

9



■ 一般会計予算　支出の性質別内訳

性質別とは，経済的性質を基準として分類したもので，「※消費的経費」，「※投資的経費」，

「その他の経費」に分けることができます。

■ 一般会計予算　性質別支出の特徴

○ 扶助費が26.0％を占めています。保育所委託費（私立分）の増などにより，

前年度と比較して９億6,685万円，6.2％の増となりました。

○ 物件費は，新庁舎建設に係る備品購入費の増などにより，前年度と比較して

36億3,001万円，34.9％の増となりました。

○ 事業費は，新庁舎建設事業における工事請負費の増などにより，前年度と比較して

23億5,218万円，27.6％の増となりました。

人件費
職員の給料などの経費

87億6,497万円 （13.8%）

物件費
委託料や使用料及び賃借料，

備品購入費などの経費

140億3,475万円 （22.0%）

扶助費
社会保障制度の一環として支

出される経費

165億6,836万円 （26.0%）
維持補修費
公共施設等を保全し維持する

ための経費

３億6,885万円 （0.6%）

補助費等
市が交付する補助金や報償費，

保険料など

54億6,317万円 （8.6%）

事業費
道路，公園，学校などの建設，

大規模修繕のための経費

108億8,580万円 （17.1%）

繰出金
一般会計と特別会計間におい

て支出される経費

44億9,169万円 （7.1%）

積立金
基金等に対する経費

６億8,893万円 （1.1%）

公債費その他
市債（市の借金）の元金・利子

償還金

23億9,069万円 （3.7%）

消費的

経費

投資的

経費

貸付金
土地開発公社への貸付金

411万円 （0.0%）

用 語

※ 消費的経費 人件費や消耗品費のように，後年度に形を残さない性質の費用のこと

※ 投資的経費 学校の建て替えや大規模な改修，道路や公園などの整備，都市基盤の整備にかかる

費用のこと
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■ 市民１人当たりの予算の使いみち

当初予算額を，令和６年１月１日現在の人口（128,762人）で割りかえしてみると下記のようになり

ます。

■ １万円当たりの予算の使いみち

当初予算額を１万円に置きかえてみると，下記のようになります。

その他 雇用促進や失業対策，農業・商工振興などに 3,204 円 0.6 ％

合計 494,411 円 100.0 ％

諸支出金 特別会計への繰出金，貸付金，基金積立などに 5,382 円 1.1 ％

議会費 議員の報酬や議会事務局職員の人件費，議会運営のために 3,077 円 0.6 ％

公債費
事業を行うために国や金融機関などから借り入れた市債の元利償
還のために

17,402 円 3.5 ％

消防費
火災，風水害，地震などの災害から市民の生命，財産を守るため
に

15,913 円 3.2 ％

衛生費 市民の健康保持増進・衛生管理やごみの収集・処理のために 39,261 円 8.0 ％

土木費
まちの基盤整備を図るため，道路・公園・駅周辺整備などの各種公
共施設の建設，整備や交通安全対策に

35,164 円 7.1 ％

総務費
庁舎などの管理事務に関する経費，政策・財政にかかる経費や市
税の賦課・徴収，戸籍住民基本台帳，選挙，統計調査などに

105,358 円 21.3 ％

教育費
教育の振興と文化の向上を図るため，小中学校教育や社会教育，
青少年対策，文化財保護など教育行政に

60,511 円 12.3 ％

民生費
社会福祉の充実を図るため，児童，高齢者，障害者などのための
社会福祉施設の整備・管理・運営や生活保護などに

209,139 円 42.3 ％

予 算 の 使 い み ち

使いみち 使いみちの内容 1人当たりの使途 割合

民生費

4,230

総務費

2,131

教育費

1,224

衛生費

794

土木費

711

公債費

352

消防費

322

諸支出金

109

議会費

62

その他

65

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

単位：円
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■ 今年の予算作りの考え方と主要事業について

予算編成に当たっての基本的な考え方

①

②

③

④

令 和 ６ 年 度 の 主 要 事 業

令和６年度をもって期間終了となる『国分寺市ビジョン』に掲げる未来の

まちの姿「魅力あふれ ひとがつながる 文化都市国分寺」の実現に向け，

『国分寺市ビジョン後期実行計画』の各施策の着実な進捗を図る予算とす

ること。また，各施策の推進に当たっては，『第２次国分寺市総合ビジョ

ン』の策定を見据えつつ，取組方針に位置付けたＳＤＧｓのゴールを念頭

に置くとともに，2050年のカーボンニュートラルに向け，全ての取組にお

いて環境配慮の視点を持つこと。各事務事業の予算計上に当たっては，経

費，事務量の増加等の課題を分析した上で最大限の環境負荷低減に留意す

ることとし，地域の課題解決と更なるまちの魅力の創出につなげるグリー

ントランスフォーメーションの一層の推進を図ること。

『国分寺市行政デジタル化推進計画』及び『第Ⅰ期国分寺市業務改革プロ
ジェクト』に基づき，業務改革（ＢＰＲ）やデジタル技術の積極的な導
入・活用を進め，スマート自治体の実現に向け着実に取組を進めること。
また，市民の利便性と業務の生産性の向上を実現するための予算について
は，費用対効果や実効性を十分に検証した上で積極的に提案すること。特
に，新庁舎への移転を契機に，新たな執務環境に合わせて職員一人一人が
自らの働き方を抜本的に見直すことで，生産年齢人口の減少が見込まれる
状況においても市民サービスの維持・向上を図るとともに，個人と組織に
おいてこれまで以上に高いパフォーマンスを発揮できる，新たな「国分寺
市役所」の確立に向けて取り組むこと。

政策的経費については，経常収支比率が高止まりしている状況を念頭に，
既存事業のスクラップ等により所要の財源を確保することを原則とし，真
に必要不可欠な事業に限られた財源を振り向ける「選択と集中」を改めて
徹底すること。また，企画・立案に当たっては，費用対効果，執行体制，
ランニングコストなどの後年度負担，さらには，関連事業との整合性や公
平性を十分に調査・検証した上で，職員の創意工夫により効果的・効率的
で質の高い取組を提案すること。

市を取り巻く諸課題について，社会情勢や地域の動き等を早期に把握し，

関係部署と情報を共有しながら，解決に向けスピード感を持って対応する

こと。

　令和６年度予算は，この編成方針を踏まえ，全ての施策・事務事業につい
て，その目的に対する有効性と実施方法の妥当性を分析しつつ，最少の経費
で最大の効果が得られるよう検証し，ゼロベースから真に必要な経費の計上
に努めました。市制施行60周年を迎えるに当たり，本市が誇る多くの魅力を
高めながら市内外へ発信するイベントや事業を企画・立案し，更に個性が輝
くまちを目指していくとともに，行政サービスの一層の向上を図ります。
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■ 基本構想 「国分寺市ビジョン」 に掲げる未来のまちの姿 『 魅力あふれ　ひとが
　　つながる　文化都市国分寺 』 を実現するために定めた５つの都市像ごとに今年の主要
　　事業をお示しします。

保 健 ・ 福 祉 く ら し ・ 環 境

「いきいき健やかなまち」 「心安らぐ快適なまち」

事業費計 91,877千円 事業費計 3,020,326千円

子ども・学び・文化 地 域 振 興

「ひとと文化を育むまち」 「活躍できる成長のまち」

事業費計 3,080,273千円 事業費計 201,402千円

公 共 経 営

「未来につながる持続可能なまち」

事業費計 9,037,211千円

用 語

■ 国分寺市ビジョン 国分寺市の最高規範である国分寺市自治基本条例では，総合的かつ計画的な市政

運営を図るため，「基本構想」の策定を定めています。国分寺市では平成29（2017）

年度から令和６（2024）年度までの基本構想を「国分寺市ビジョン」と称することと

しています。

■ 基本構想 市の将来像や行政経営の理念等から構成され，今後の国分寺づくりを進めていくと

きの基本的な考え方です。
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　子ども・学び・文化

　「ひとと文化を育むまち」

1

妊娠・出産・乳幼児支援 【担当: 子ども若者計画課】 131,695 千円 

多胎妊婦の妊婦健康診査支援事業
第三小学校校舎増築棟の一部に学童保育所を設置する
ための工事を実施する。【担当: 健康推進課】 644 千円 

妊婦健康診査費用について，多胎児を妊娠した妊婦を
対象として，公費負担する14回に加えて最大５回まで費
用の一部を助成する。

6

5

子育て環境整備

国分寺市立第三小学校校舎増築（学童保育所併
設）事業

令和６年４月に開所する「アスク西国分寺保育園」及び
「西国分寺プチ・クレイシュ」に対して運営費を補助する。

7

子育て環境整備

こどもの発達センターつくしんぼの児童発達支援
センター移行事業

3

子育て環境整備 【担当: 子育て相談室】 52,978 千円 

民設民営保育所整備事業（施設整備）
こどもの発達センターつくしんぼの児童発達支援センター
への移行に向けた機能強化のため，改修工事を実施す
るとともに，必要な備品の調達等を行う。

子育て環境整備

国分寺市立第十小学校校舎増築（学童保育所併
設）事業

2

子育て環境整備 【担当: 子ども若者計画課】 63,441 千円 

民設民営保育所整備事業（運営費補助）
第十小学校校舎増築棟の一部に学童保育所を設置する
ための工事を実施する。【担当: 保育幼稚園課】 249,366 千円 

民設民営学童保育所整備事業（施設整備）
ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰを活用したファイル共有サービスを導入
し，市と市内保育施設運営法人双方の事務の効率化を
図る。【担当: 子ども若者計画課】 27,514 千円 

公立学童保育所の狭あい状況を解消するため，「国分寺
市子ども若者・子育ていきいき計画」に基づき，民設民営
学童保育所を２施設整備する。

【担当: 子ども若者計画課】 102,140 千円 

開所５年以内の保育所運営を行う事業者に対し，賃貸借
物件（土地・建物）の賃料の一部を補助する。

8

子育て環境整備

市・保育施設間におけるファイル共有サービス導
入事業

4

子育て環境整備 【担当: 保育幼稚園課】 1,283 千円 
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13

子育て環境整備

学童保育所入退室管理システム運用委託事業
国分寺市立こくぶんじ保育園に保育業務支援システムを
導入し，保護者の利便性の向上及び保育士等の業務負
担の軽減を図る。【担当: 子ども子育て支援課】 1,711 千円 

児童の入退室管理機能や保護者への連絡機能等を有し
たシステムを導入し，児童の安全確保，保護者の利便性
や安心感の向上及び施設職員の業務負担軽減を図る。

14

子育て環境整備

保育業務支援システム導入・運用事業

9

子育て環境整備 【担当: 保育幼稚園課】 882 千円 

【担当: 子ども子育て支援課】 4,440 千円 

第三小学校校舎増築棟内で運営を開始する学童保育所
の開設に必要な備品等を調達する。

15

子育て支援サービス

認証保育所保育料負担軽減拡大事業

国分寺市立第一日吉町学童保育所トイレ整備改
修事業

10

子育て環境整備 【担当: 子ども子育て支援課】 4,382 千円 

国分寺市立第三小学校区学童保育所設置事業
（運営に要する経費）

国分寺市立第一日吉町学童保育所トイレの改修を行う。

【担当: 子ども若者計画課】 4,961 千円 

国分寺市立恋ヶ窪保育園外壁等改修事業
「子ども若者・子育ていきいき計画」を策定するため，策定
検討委員会の開催及びパブリック・コメントを実施する。【担当: 保育幼稚園課】 3,417 千円 

国分寺市立恋ヶ窪保育園の外壁等の劣化に対応するた
め，改修工事の実施設計を行う。

2,572 千円 

第十小学校校舎増築棟内で運営を開始する学童保育所
の開設に必要な備品等を調達する。

16

子ども・若者支援

子ども若者・子育ていきいき計画策定事業

12

子育て環境整備

11

子育て環境整備 【担当: 保育幼稚園課】 7,128 千円 

国分寺市立第十小学校区学童保育所設置事業
（運営に要する経費） 認証保育所に在籍する第２子以降の児童（０歳から２歳

（課税世帯））の保護者に対する保育料の補助上限額を
拡大する。【担当: 子ども子育て支援課】
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3,355 千円 

全ての妊産婦，子育て世帯及び子どもの包括的な相談
支援等を実施する機関（こども家庭センター）を設置する
ため，執務室の整備等を行う。

22

文化芸術

国分寺市立いずみホールワイヤレスマイクシステ
ム修繕実施事業

18

子ども・若者支援 【担当: 文化振興課】 9,273 千円 

集団が苦手な子どもたちと保護者や家族のため
の支援事業

21

文化芸術

国分寺市立いずみホールインカムシステム修繕実
施事業

17

子ども・若者支援 【担当: 文化振興課】 10,214 千円 

こども家庭センター設置準備事業
国分寺市立いずみホールのインカムシステムの修繕を行
う。【担当: 子育て相談室】

2,640 千円 

こどもの発達センターつくしんぼ相談支援事業所
運営業務委託事業

国分寺市立いずみホールの舞台照明設備（ボーダー
ケーブル）の修繕を行う。【担当: 子育て相談室】 732 千円 

こどもの発達センターつくしんぼにおける相談支援事業
の体制強化を図るため，当該事業を民間事業者へ委託
する。

24

学校教育

学校水泳指導の委託事業

20

国分寺市立いずみホールのワイヤレスマイクシステムの
修繕を行う。【担当: 子育て相談室】 602 千円 

子どもたちの居場所づくりと保護者を対象とした講座を提
案型協働事業により実施する。

23

文化芸術

国分寺市立いずみホール舞台照明設備修繕実施
事業

19

子ども・若者支援 【担当: 文化振興課】

文化芸術 【担当: 教育総務課】 7,700 千円 

第３次国分寺市文化振興計画策定支援業務委託
事業 校庭の狭あい状況の解消や，学校プール施設の衛生・維

持管理における教員の負担軽減等を目的として，学校水
泳指導の民間施設委託を第六小学校で実施する。【担当: 文化振興課】 2,360 千円 

「第３次国分寺市文化振興計画」を策定するため，市民
意識・実態調査の結果分析，関係機関からの意見等の聴
取を実施する。
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29

学校教育

学校ＩＣＴ環境整備事業（学級数増に伴う環境整
備）

25

学校教育 【担当: 教育総務課】 48,213 千円 

第３次国分寺市教育ビジョン策定事業
35人学級実施による普通教室の増設，増築棟建設工事
及び大規模改造工事に伴い，教育系システムの環境を
整備する。【担当: 教育総務課】

教員の学習指導環境整備のため，現在授業で使用して
いる指導者用タブレットのバッテリー交換を行う。【担当: 社会教育課】 225 千円 

休日の中学校部活動の地域連携・地域移行の実施に向
け，検討委員会を組織し，課題の整理等を行う。

31

学校教育

学校ＩＣＴ環境整備事業（新庁舎移転に伴うシステ
ム環境の移設）

27

学校教育 【担当: 教育総務課】

2,112 千円 

「第３次国分寺市教育ビジョン」を策定するため，策定検
討委員会の開催及びパブリック・コメントを実施する。

30

学校教育

学校ＩＣＴ環境整備事業（運用環境整備）

26

学校教育 【担当: 教育総務課】 19,602 千円 

中学校部活動地域連携・地域移行事業

学校教育 【担当: 教育総務課】 418,917 千円 

学校ＩＣＴ環境整備事業（次世代システムへのリプ
レース） 第一小学校防火区画改修工事，第二小学校大規模改造

工事（その２），第九小学校大規模改造工事（その１），第
二小学校大規模改造工事（その３）実施設計及び第九小
学校大規模改造工事（その２）実施設計を行う。

【担当: 教育総務課】 0 円

令和８年度から本格稼働する次世代教育系システムへの
リプレースに向けた準備を行う。

※令和６年度は支出を伴わない範囲で事務を執行する。

27,871 千円 

コミュニティ・スクール推進事業
新庁舎への移転に伴い，ＧＩＧＡスクール構想環境，学習
系・校務系システム，学校・公共図書館システムのネット
ワーク等を移設する。【担当: 学校指導課】 672 千円 

第一小学校，第四小学校，第十小学校及び第四中学校
におけるコミュニティ・スクールの導入に伴い，協議会等を
設置する。

32

教育環境整備

小学校の施設整備事業

28
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2,739 千円 

第一中学校水飲栓直結工事の実施設計を行う。

38

社会教育

地域資料のデジタル化事業

34

教育環境整備 【担当: 図書館課】 140 千円 

小学校35人学級施設整備事業（修繕等）

37

教育環境整備

市立中学校給食費食材料高騰分支援事業

33

教育環境整備 【担当: 学務課】 12,907 千円 

中学校の施設整備事業
原油価格・物価高騰による保護者の給食費負担増の軽
減を図る。【担当: 教育総務課】

1,103 千円 

小学校35人学級施設整備事業（工事）
新庁舎への移転に伴い，施設の原状回復を行うとともに，
不要となる什器の廃棄を行う。【担当: 教育総務課】 1,014,720 千円 

35人学級の実施に伴い，第三小学校校舎増築工事，第
十小学校校舎増築工事，第三小学校プール及び附属棟
解体工事の実施設計並びに第六小学校プール及び附
属棟解体工事の実施設計を行う。

40

社会教育

第四次国分寺市子ども読書活動推進計画策定事
業

地域資料をデジタル化し，電子図書館の蔵書とする。
【担当: 教育総務課】 19,666 千円 

35人学級の実施に伴い，第一小学校のパソコン教室の
普通教室への改修等を行う。

39

社会教育

国分寺駅北口事務所原状回復修繕実施事業（本
多図書館駅前分館）

35

教育環境整備 【担当: 図書館課】

36

教育環境整備 【担当: 図書館課】 257 千円 

市立小学校給食費食材料高騰分支援事業
「第四次国分寺市子ども読書活動推進計画」を策定する
ため，委員会の開催及びパブリック・コメントを実施する。【担当: 学務課】 40,384 千円 

原油価格・物価高騰による保護者の給食費負担増の軽
減を図る。
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45

歴史

史跡武蔵国分寺跡公園整備事業

41

社会教育 【担当: ふるさと文化財課】 291,322 千円 

（仮）本多図書館分館開館事業 『史跡武蔵国分寺跡（僧寺地区）第一期整備〔中枢部周
辺地区〕基本設計報告書』でゾーニング区分した史跡地
のうち，令和６年度は南門地区参道部分を中心に，遺構
表示，遺構解説板・照明の設置等を行う。

【担当: 図書館課】

国指定史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡を保存・活
用するため，史跡地内において公園事業用地の買収を
行い，公有化を進める。【担当: 公民館課】 7,093 千円 

国分寺市立並木公民館図書館長寿命化改修工事の実
施設計を行う。

47

歴史

国分寺市史編さん事業

43

社会教育 【担当: ふるさと文化財課】

811 千円 

新庁舎へ移転するに当たり，開館に必要な図書・備品等
を調達する。

46

歴史

史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事業

42

社会教育 【担当: ふるさと文化財課】 388,304 千円 

国分寺市立並木公民館図書館長寿命化改修事業

社会教育 【担当: ふるさと文化財課】 2,200 千円 

国分寺市立光図書館空調機更新事業
老朽化に伴い，バリアフリーにも対応したトイレへ改修す
る。【担当: 公民館課】 8,951 千円 

老朽化した空調機を更新する。

24,789 千円 

本多公民館グランドピアノ更新事業

市史編さん事業の実施に必要な環境整備を行う。
【担当: 公民館課】 2,361 千円 

本多公民館ホールに設置しているグランドピアノを更新す
る。

48

歴史

史跡地内トイレ改修事業

44
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　地域振興

　「活躍できる成長のまち」

国分寺の魅力

観光・シティプロモーションサイト制作事業
【担当: ふるさと文化財課】 277 千円 

地域の成り立ちや自身のルーツへの理解を深める学習を
推進するため，歴史講演会を開催する。

【担当: 市政戦略室】 4,675 千円 

市の多様な地域資源の情報を集約し，まちの魅力を発信
するためのツールとして観光・シティプロモーションサイト
を制作する。

38,797 千円 

統合型情報管理地図システムに文化財の情報を搭載す
るため，既往調査データ約5,000点の電子化を実施する。

50

歴史

【市制施行60周年記念事業】
市史編さん事業着手記念歴史講演会事業

54

53

人権・男女平等・平和

地域人権啓発活動活性化（こどもたちからの人権
メッセージ）事業

49

歴史 【担当: 人権平和課】 1,560 千円 

発掘調査測量図デジタル化事業 国分寺市，多摩東人権擁護委員協議会及び東京法務局
府中支局から組織する多摩東人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会において，第31回「こどもたちからの人権メッ
セージ発表会」を実施する。

【担当: ふるさと文化財課】

3,190 千円 

ペンシルロケット水平発射実験70周年に先駆けて，「日本
の宇宙開発発祥地　国分寺市」を市内外に発信するため
の講演や企画展を実施する。

52

人権・男女平等・平和

若年層セクシュアル・マイノリティ支援事業

56

国分寺の魅力

【市制施行60周年記念事業】
多摩･島しょ広域連携活動事業【担当: 人権平和課】 5,000 千円 

51

人権・男女平等・平和

第３次国分寺市男女平等推進行動計画策定事業

55

国分寺の魅力

ペンシルロケット水平発射実験70周年事業
【担当: 人権平和課】 3,850 千円 

「第３次国分寺市男女平等推進行動計画」を策定するた
め，市民意識・実態調査の結果分析，関係機関からの意
見等の聴取を実施する。

【担当: 文化振興課】

性の多様性を認め合う社会の実現に向けた若年層当事
者の交流を図る居場所づくりと，理解促進のための研修・
授業の実施，東京レインボープライドへの出展による啓発
に取り組む。

【担当: 文化振興課】 12,000 千円 

５市（武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市）共
同事業実行委員会が，子どもたちに大きな感動体験の機
会を提供することを目的に，宇宙・鉄道に関連したイベン
トを実施する。
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100,913 千円 

【市制施行60周年記念事業】
新庁舎落成式等記念事業

国分寺市公共施設個別施設計画に基づき，内藤地域セ
ンターの長寿命化改修工事を実施する。【担当: 市政戦略室】 13,430 千円 

新庁舎落成式典と内覧会を11月２日に，市表彰式と市制
施行60周年記念式典を11月３日に新庁舎で開催する。あ
わせて，国分寺まつりと連携し，観光大使による記念ライ
ブを開催する。

62

地域づくり

国分寺駅北口事務所原状回復修繕実施事業（協
働コミュニティ課）

58

61

地域づくり

内藤地域センター長寿命化改修事業

57

国分寺の魅力 【担当: 協働コミュニティ課】

西町プラザ昇降機更新事業

59

国分寺の魅力 【担当: 協働コミュニティ課】 14,679 千円 

【市制施行60周年記念事業】
未来への手紙事業

令和７年度にかけて西町プラザ昇降機の更新を行う。
【担当: 市政戦略室】 605 千円 

10年後の自分や大切な方に書いた手紙を，タイムカプセ
ルに保管し，市制施行70周年の際に送り届ける。

国分寺の魅力 【担当: 協働コミュニティ課】 5,006 千円 

【市制施行60周年記念事業】
気運醸成物品制作事業

新庁舎への移転に伴い，施設の原状回復を行うとともに，
不要となる什器の廃棄を行う。【担当: 市政戦略室】 4,174 千円 

市制施行60周年のＰＲ物品をイベント等で配布するととも
に，市内各地の街路灯などにフラッグ等を掲出することで
機運を醸成する。

63

地域づくり

264 千円 

「市制施行60周年記念ロゴ」等のまちの魅力をデザインし
たマンホールシールを制作するとともに，マンホールマッ
プを作成してＰＲを図る。

64

商工振興・創業

空き家・空き店舗を活用したまちとつながる創業支
援事業

60

国分寺の魅力 【担当: 経済課】 2,600 千円 

【市制施行60周年記念事業】
市の魅力デザインマンホールＰＲ事業 まちとつながる創業支援を目的として，こくぶんじカレッジ

受講者を対象に，空き家・空き店舗を活用した事業を支
援するため，国分寺市商工会に補助金を交付する。【担当: 市政戦略室】
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　保健・福祉

　「いきいき健やかなまち」

69

農業振興

未来に残す東京の農地プロジェクト推進事業

65

農業振興 【担当: 経済課】 11,659 千円 

農業経営改善計画推進事業

1,854 千円 

都市農業経営力強化事業
「第２次国分寺市スポーツ推進計画」を策定するため，市
民意識や実態調査の結果分析，関係機関からの意見聴
取等を実施する。【担当: 経済課】 11,087 千円 

災害に対応し安定した農業経営を確立するため，市内２
認定農業者によるパイプハウス（３棟），樽栽培システム及
び暖房機（１台）の整備を支援する。

71

スポーツ振興

オリンピック・パラリンピックレガシー銘板設置事業

67

都市農地の保全や有効活用を図るため，市内４農業者に
よる防災兼用農業用井戸（１か所），土留め・フェンス（３か
所）の整備を支援する。【担当: 経済課】 1,000 千円 

認定農業者の農業経営の改善意欲を高め，改善を図る
経営体を増やすための補助金を交付する。

70

スポーツ振興

第２次国分寺市スポーツ推進計画策定事業

66

農業振興 【担当: スポーツ振興課】

68

農業振興

ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業

72

高齢者福祉

介護支援専門員等研修費用助成事業
【担当: 経済課】 7,513 千円 

ハウス栽培における重油などの化石燃料の消費削減や，
温室効果ガスの排出抑制を推進するため，市内１認定農
業者によるヒートポンプ３台の整備を支援する。

【担当: 高齢福祉課】

農業振興 【担当: スポーツ振興課】 165 千円 

第四次国分寺市農業振興計画策定事業
オリンピック・パラリンピックのレガシーを後世に引き継ぐた
め，「東京2020大会パラリンピック聖火リレー点火セレモ
ニー」の銘板を，新庁舎に設置する。【担当: 経済課】 6,588 千円 

「第四次国分寺市農業振興計画」を策定するため，現在
の計画の成果や課題を整理するとともに，農業者や市民
等の意向等を把握し，今後の国分寺農業の在り方を検討
する基礎資料の作成を行う。

817 千円 

介護支援専門員の人材を確保するため，市内事業者に
対し，勤務する介護支援専門員の資格の更新等に係る
研修受講費用の一部を助成する。
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更生指導台帳をはじめとしたケース記録を電子化し，
ペーパーレスの推進及び業務の効率化を図る。【担当: 高齢福祉課】 379 千円 

認知症への正しい理解を深めるため，普及啓発講演会の
開催や映画の上映会等を実施する。

78

障害者福祉

在宅レスパイト・就労等支援事業

74

高齢者福祉 【担当: 障害福祉課】

77

障害者福祉

文書の電子化事業（障害福祉課）

73

高齢者福祉 【担当: 障害福祉課】 8,668 千円 

認知症普及啓発推進事業

高齢者福祉 【担当: 障害福祉課】 1,170 千円 

介護保険特別会計繰出金
通院・通所訓練等交通費助成事業に，精神障害者保健
福祉手帳１級所持者を対象に加える。【担当: 高齢福祉課】 14,122 千円 

介護保険をより効率的かつ効果的に運用するため，在宅
医療・介護連携相談窓口の委託，新庁舎への移転を契
機とした文書の電子化及び次期基幹系情報システム整
備を行う。

80

障害者福祉

3,033 千円 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事
業 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児（者）又は医

療的ケア児を介護する同居の家族等の休養や就労等を
支援するため，一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師
を派遣する。

【担当: 高齢福祉課】 8,000 千円 

住民主体の集いの場等に，医療機関から保健師，管理
栄養士及び歯科衛生士を派遣し，フレイル予防・口腔（く
う）ケア・栄養指導等を行う。

79

障害者福祉

心身障害者の通院・通所訓練等交通費助成拡大
事業

75

重度障害者等就労支援事業

76

障害者福祉 【担当: 障害福祉課】 1,156 千円 

国分寺市障害者センター大規模改修事業
重度障害者の就労機会の拡大を図るため，障害者雇用
納付金制度に基づく助成金の対象外となる，職場等にお
ける身体介護等の支援を行う。【担当: 障害福祉課】 9,972 千円 

令和５年度に行った基本設計に基づき，障害者センター
の改修を行うための実施設計を行う。
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85

健康づくり

がん患者へのアピアランスケア支援事業

81

生活福祉 【担当: 健康推進課】 608 千円 

就労準備支援事業
がん患者へのアピアランスケアを支援するために，ウィッ
グ等の購入又はレンタル費用の一部を助成する。【担当: 生活福祉課】

こども家庭センターの設置をはじめとした，いずみプラザ
の用途変更に伴う改修工事を実施する。【担当: 生活福祉課】 11,781 千円 

生活保護の世帯台帳を電子化し，ペーパーレスの推進
及び業務の効率化を図る。

87

健康づくり

歯科健診対象年齢拡大事業

83

生活福祉 【担当: 健康推進課】

471 千円 

雇用による就労が難しい生活困窮者に対し，就労に必要
な知識及び能力の向上のために，日常生活・社会生活・
就労の自立に関する支援を行い，一般就労に向けた準
備を行う。

86

健康づくり

いずみプラザ用途変更改修事業

82

生活福祉 【担当: 健康推進課】 8,800 千円 

文書の電子化事業（生活福祉課）

健康づくり 【担当: 保険年金課】 3,447 千円 

【市制施行60周年記念事業】
健康づくり啓発重点推進事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
【担当: 健康推進課】 821 千円 

「第２次国分寺市健康増進計画」を周知するとともに，健
康増進の啓発を目的とした講演会や，公民連携による催
事を実施する。

285 千円 

新庁舎への移転に伴う電子機器及び光回線移設
事業

成人歯科健診査の対象者を，現行の満20歳以上から年
度内に19歳以上に達する方に拡大する。【担当: 生活福祉課】 121 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。

88

健康づくり

新庁舎移転に係る国保連端末移設事業

84
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　くらし・環境

　「心安らぐ快適なまち」

15,347 千円 

第２期基幹系システムの終了に伴う，新システムの導入及
び運用に要する費用と，市指定医療機関以外での人間
ドックの受診費用の一部を助成する費用について，一般
会計から国民健康保険特別会計へ繰出しを行う。

93

自然環境・生活環境

地域猫の不妊去勢手術補助金事業

90

健康づくり 【担当: 環境対策課】 500 千円 

後期高齢者医療特別会計繰出金

92

自然環境・生活環境

第三次環境基本計画等策定事業

89

健康づくり 【担当: まちづくり計画課】 6,370 千円 

国民健康保険特別会計繰出金 「生物多様性地域戦略」を包含した「第三次環境基本計
画」等を策定するため，市民参画を進めながら具体的な
取組や目標設定を検討した上で，パブリック・コメント等を
実施する。

【担当: 保険年金課】

【担当: 環境対策課】 98,879 千円 

清掃センター事務所棟の解体工事，仮設処理施設の建
設工事を実施する。また，清掃センター工場棟の解体工
事発注支援業務を委託する。

経年劣化している計量装置の取替修繕を行う。

91

自然環境・生活環境

脱炭素社会形成推進事業

【担当: まちづくり計画課】 17,595 千円 

95

ごみ・リサイクル

「国分寺市ゼロカーボン行動計画～オール国分寺で取り
組む脱炭素社会～」の推進及び脱炭素社会の形成に向
け，普及啓発を行うとともに，市域における再生可能エネ
ルギー利用拡大につなげるための助成を拡充する。

（仮称）リサイクルセンター建設事業

動物病院において地域猫の不妊去勢手術を受けさせた
個人等に対する補助金の上乗せを行う。【担当: 保険年金課】 2,879 千円 

第２期基幹系システムの終了に伴う，新システムの導入及
び運用に要する費用と，市指定医療機関以外での人間
ドックの受診費用の一部を助成する費用について，一般
会計から後期高齢者医療特別会計へ繰出しを行う。

94

ごみ・リサイクル

破砕処理施設等改修事業

【担当: 環境対策課】 43,780 千円 
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100

ごみ・リサイクル

フードシェアリング推進事業

ごみ・リサイクル

新庁舎移転に伴う端末等移設事業

97

ごみ・リサイクル 【担当: 環境対策課】 149 千円 

家庭系廃棄物処理手数料（資源プラスチック）収
納事務委託事業

新庁舎への移転に伴い，指定収集袋の発注・配送状況
の確認等を行うためのシステム機器の移設を行う。【担当: 環境対策課】 8,991 千円 

96

ごみ・リサイクル 【担当: ごみ減量推進課】 198 千円 

指定収集袋（資源プラスチック）作成等業務委託
事業

事業者と消費者のマッチングシステムを活用したフード
シェアの推進を図り，食品廃棄の発生を抑制する。【担当: 環境対策課】 48,170 千円 

令和６年６月からの有料化に向け，資源プラスチックの指
定収集袋の作成，受注，保管，配送及び収納業務を委
託する。

101

【担当: 環境対策課】 41,346 千円 

家庭から排出された資源プラスチックを戸別収集し，中間
処理施設へ運搬する業務を委託する。

103

ごみ・リサイクル

再商品化業務委託（製品プラスチック）事業

99

ごみ・リサイクル 【担当: ごみ減量推進課】 36,575 千円 

令和６年６月からの有料化に向け，資源プラスチック指定
収集袋の家庭系廃棄物処理手数料収納事務を委託す
る。

102

ごみ・リサイクル

資源プラスチック類処理設備返却事業

98

ごみ・リサイクル 【担当: ごみ減量推進課】 9,845 千円 

資源プラスチック収集運搬業務委託事業
資源プラスチック類処理設備を事業者へ返却するための
原状回復を行う。

資源プラスチック処理委託事業

製品プラスチックを再商品化するための処理を委託する。
【担当: ごみ減量推進課】 163,240 千円 

（仮称）リサイクルセンターが完成するまでの間，資源プラ
スチックの中間処理を民間処理事業者に委託する。

26



【担当: まちづくり計画課】 7,403 千円 

国３・４・11号線周辺まちづくり推進事業 用途地域，道路，公園，埋蔵文化財，防災情報等の情報
をＷＥＢ上の電子地図で一元的に検索・閲覧できる地理
情報システムの構築に向け，搭載するデータの整備等を
行う。

【担当: まちづくり推進課】 97 千円 

街路事業の進捗等について，施行者である東京都との協
議を踏まえながら，住民，権利者等に周知を行う。

109

市街地整備

保存文書電子化事業（駅周辺整備課）

108

市街地整備

地理情報システム（ＧＩＳ）導入・運用事業

104

市街地整備

交通安全

街灯・道路照明灯のＬＥＤ化事業

106

市街地整備 【担当: 道路管理課】 3,610 千円 

国分寺駅南口再整備事業 歩行者，自転車の安全確保及び夜間の交通事故防止並
びに電気使用料等を含めた維持管理費の削減を図るた
め，市が保有する街灯・道路照明灯のＬＥＤ化を推進す
る。

【担当: 駅周辺整備課】 13,148 千円 

105

市街地整備 【担当: 駅周辺整備課】 1,615 千円 

統合型情報管理地図システム機器移設事業（まち
づくり推進課）

文書等を電子化し，検索性を持たせることで，文書の保
存の適正化・管理の効率化を図る。【担当: まちづくり推進課】 524 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。

110

【担当: 駅周辺整備課】 19,531 千円 

駅前エリア整備の事業化に向け，起伏の多い地形の測量
を実施して都市基盤整備と都市計画変更に向けた検討
を行う。あわせて，意見交換会のほか希望者と個別ヒアリ
ングを実施する。

国分寺駅南口駅前広場の再整備に向け，関係機関との
協議を進めながら，広場の配置や道路線形等の概略計
画に向けた検討を行う。

111

交通安全

国分寺駅北口地下自転車駐車場オートサイクル
ゲート改修事業

107

市街地整備 【担当: 交通対策課】 17,600 千円 

西国分寺駅北口駅前エリア整備事業
退場の際に発生している渋滞を緩和するため，北側と西
側に設置しているゲートのうち，それぞれ１か所を入出庫
兼用ゲートに改修する。
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116

道路

国３・４・１号線整備事業

112

交通安全 【担当: 建設事業課】 318,464 千円 

【担当: 建設事業課】 614,259 千円 

自転車用ヘルメット購入費補助事業 補修や改修の必要な路線について，優先度の評価を基
に順次，調査設計と工事等を実施する。今年度は，調査
設計等委託８件（橋りょう補修工事委託含む），請負工事
６件（舗装工事等），用地買収等を行う。

【担当: 交通対策課】 4,168 千円 

補助の対象となる安全規格を満たした自転車用ヘルメット
を購入した市民に対し，購入費用の一部を補助する。

118

道路

橋りょう維持管理事業

統合型情報管理地図システム機器移設事業（交
通対策課）

都市計画道路国３・４・１号線整備に係る用地取得等を行
う。【担当: 交通対策課】 524 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。

117

道路

道路新設改良事業

113

交通安全

道路

道路台帳等データ構築事業

115

道路 【担当: 道路管理課】 14,751 千円 

無電柱化事業
道路台帳等のデータを，統合型情報管理地図システムに
移行することで，運用の効率化を図るとともに，証明書発
行業務が行えるようにシステム改修を行う。【担当: 建設事業課】 246,500 千円 

114

道路 【担当: 道路管理課】 60,500 千円 

国３・４・12号線整備事業
橋りょう長寿命化修繕計画に基づき，跨（こ）線橋（６橋）の
定期点検を行う。【担当: 建設事業課】 447,953 千円 

都市計画道路国３・４・12号線整備に係る用地取得等を
行う。

119

市道幹17号線の一部を対象に，電線共同溝関連工事，
引込連系管路工事等を行う。また，市道幹６号線の一部
を対象に，詳細設計等を行う。
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【担当: 道路管理課】 4,937 千円 

電子画像データで所有する閉鎖道路管理図や，東京都
財務局確定図等の資料を，画像補正した上で電子管理
することで適正な管理を図る。

125

道路

統合型情報管理地図システム機器移設事業（道
路管理課道路管理係）

121

道路 【担当: 道路管理課】 4,716 千円 

124

道路

統合型情報管理地図システム機器移設事業（道
路管理課境界確定係）

120

道路 【担当: 道路管理課】 4,192 千円 

道路参考図補正事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。

【担当: 建設事業課】 3,200 千円 

自動券売機導入事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
【担当: 道路管理課】 617 千円 

道路区域図の写しの交付，道路境界証明等の交付に伴
う事務手数料及び下水道台帳の写しの交付事務手数料
を徴収するため，電子決済機能付きの自動券売機を設
置する。

127

下水道

下水道事業会計負担金及び補助金

境界確定報告書電子化事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
【担当: 道路管理課】 9,350 千円 

道路境界確定報告書を電子化し，検索性を持たせること
で適正な管理を図る。

126

道路

統合型情報管理地図システム機器移設事業（建
設事業課）

122

道路

123

道路 【担当: 下水道課】 121,431 千円 

保存文書電子化事業（道路管理課）
主に雨水を排除・処理するための下水道施設の維持管
理等を行い，突発的・局地的大雨や台風などによる市民
生活及び財産の被害を防ぐ。【担当: 道路管理課】 6,600 千円 

文書等を電子化し，検索性を持たせることで適正な管理
を図る。
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132

公園

統合型情報管理地図システム機器移設事業（緑と
公園課）

128

公園 【担当: 緑と公園課】 524 千円 

戸倉公園整備事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
【担当: 緑と公園課】

地域防災力の更なる向上を図るため，南町一丁目自治
会地区の地区防災計画策定に向けた，防災コンサルタン
トの派遣を行う。【担当: 緑と公園課】 22 千円 

保存指定樹林地として指定している区域及び市所有地
を，新たに都市計画緑地として整備するため，懇談会・説
明会等を実施し，都市計画決定を行う。

134

防災

防災関連用地整備事業

130

公園 【担当: 防災安全課】

150,158 千円 

令和６年度中の供用開始に向けた整備工事を行う。

133

防災

防災まちづくり推進地区への支援事業

129

公園 【担当: 防災安全課】 3,267 千円 

新町一丁目緑地整備事業

公園 【担当: 防災安全課】 221,552 千円 

黒鐘公園整備事業
防災行政無線アンテナを取り付けるための建物屋上への
鉄管柱の設置，建物内への市防災行政無線や，都防災
行政無線等の機器の移設等工事を行う。【担当: 緑と公園課】 23,809 千円 

土地開発公社で先行取得する用地の一部（約3,650㎡）
について，市民懇談会等の意見を参考に，インクルーシ
ブな遊具等の設置に向けた設計及び埋蔵文化財調査を
実施する。

140,366 千円 

光町もみじ公園トイレ改修事業
災害時においては消防，警察，自衛隊等の，また，平時
においては消防団，防災まちづくり推進地区等の活動拠
点として活用する防災関連用地を整備する。【担当: 緑と公園課】 19,521 千円 

老朽化に伴いトイレを改修する。

135

防災

新庁舎建設に伴う防災行政無線等再整備事業

131
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10,382 千円 

「国分寺市地域防災計画」，「国分寺市事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）」，「国分寺市震災時の職員行動マニュアル」の見直
しを行う。

141

防災

現庁舎解体に伴う東京都防災設備用発電機運搬
事業

137

防災 【担当: 防災安全課】 935 千円 

家庭用防災用品購入費補助事業

140

防災

災害時特設公衆電話整備事業

136

防災 【担当: 防災安全課】 2,439 千円 

地域防災計画等見直し事業
電話回線の利用が集中する災害時において，迅速に連
絡手段を提供するため，市立小中学校及び東京経済大
学に災害時用の特設公衆電話を配備する。【担当: 防災安全課】

6,138 千円 

災害医療救護計画等策定事業
新庁舎移転後の現庁舎解体に向けて，現庁舎敷地内に
設置されている市防災行政無線屋外子局を移設する。【担当: 健康推進課】 4,193 千円 

国分寺市地域防災計画の内容を踏まえた「災害医療救
護計画」及び「災害時保健活動計画」を策定するため，検
討組織を設置し，検討を進める。

143

防災

新庁舎建設に伴う防災対策用備品等購入事業

139

新庁舎への移転に伴い，現庁舎に設置されている東京
都防災設備用発電機を都へ返却するため，発電機を撤
去し，二ツ塚中継所へ移設する。【担当: 防災安全課】 19,050 千円 

各家庭の自助力強化を図るため，家庭用防災用品を購
入した市民（令和５年度に本事業の補助を受けた世帯を
除く。）に対し，購入費用の一部を補助する。

142

防災

現庁舎解体に伴う防災行政無線移設事業

138

防災 【担当: 防災安全課】

防災 【担当: 防災安全課】 10,145 千円 

防災備蓄倉庫移設事業
新庁舎の防災安全課執務室や防災備蓄倉庫に設置する
防災対策用備品等の購入を行う。【担当: 防災安全課】 4,367 千円 

新庁舎への移転に伴い，現庁舎敷地内に設置されてい
る防災備蓄倉庫の備品等を，窪東公園へ移設する。
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　公共経営

　「未来につながる持続可能なまち」

144

防災

147

市政情報・情報共有

新庁舎建設に伴う防災備蓄品再配備事業
【市制施行60周年記念事業】
市勢要覧作成事業

【担当: 防災安全課】 990 千円 【担当: 市政戦略室】 5,064 千円 

【担当: 情報管理課】 3,474 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
新庁舎への移転に伴い，新庁舎書庫の配置を考慮しな
がら，保存箱の入替，棚番の付番及び文書管理システム
への入力を行う。

146

消費生活

149

市政情報・情報共有

全国消費生活情報ネットワークシステム移設事業 市報レイアウト内部制作事業

新庁舎に整備する防災備蓄倉庫を有効に機能させるた
め，既存倉庫の備蓄品の移設・再配備を行う。

「国分寺の現在から未来へ」をテーマとした市制施行60周
年記念市勢要覧を作成する。

145

防災

148

市政情報・情報共有

統合型情報管理地図システム機器移設事業（防
災安全課）

永年保存文書検索リスト作成事業

【担当: 防災安全課】 524 千円 

150

市政情報・情報共有

情報提供システム導入事業

【担当: 情報管理課】 289 千円 

新庁舎への移転に伴い，情報公開コーナーの在り方を見
直し，紙媒体から電子データでの提供に変え，検索性を
高めるとともに，自宅等からも閲覧できるようにすることで，
情報提供の一層の推進を図る。

【担当: 経済課】 616 千円 【担当: 市政戦略室】 1,395 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
市報レイアウトを内部制作し，業務の効率化と委託料の削
減を図る。加えて，読みやすさに配慮した紙面づくりを行
い，訴求力の高い市報を目指す。
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155

行政改革

新庁舎移転に伴う情報システム移設計画策定・移
設支援事業

151

市政情報・情報共有 【担当: デジタル行政推進室】 24,926 千円 

議会映像配信事業
効率的・効果的に庁内の情報システムの移転及びサービ
スの稼働を行うため，所管課，事業者等との調整と移設計
画の進捗管理等を行う。【担当: 議会事務局】

新庁舎への移転に合わせ，法に基づく基幹系システムの
標準化・共通化等を実現するためのシステムを整備する。【担当: 政策経営課】 17,252 千円 

「第２次国分寺市総合ビジョン」の策定に向け，基本構想
及び実行計画の検討・策定作業を行う。

157

行政改革

マイナンバーカードコールセンター設置事業

153

行政改革 【担当: 市民課】

1,716 千円 

新庁舎に新たに導入する議場等会議システムのテロップ
表示や，アングル操作等の機能を効果的に活用した映像
配信を行うことにより，より分かりやすい議会の情報公開を
促進する。

156

行政改革

基幹系情報システム標準化・共通化導入・運用事
業

152

行政改革 【担当: デジタル行政推進室】 726,860 千円 

第２次国分寺市総合ビジョン策定事業

行政改革 【担当: 公共施設マネジメント課】 197,656 千円 

第３期国分寺市内部事務系システム導入・運用委
託事業

公共施設の総合的かつ計画的な管理を行うため，包括
施設管理委託事業を実施する。【担当: デジタル行政推進室】 384,427 千円 

新庁舎における内部事務系システムのネットワーク及びシ
ステム環境を整備する。

21,560 千円 

基幹系情報システム標準化・共通化事業
マイナンバーカードに関する問合せや，受取予約に円滑
に対応するためのコールセンターを設置する。【担当: デジタル行政推進室】 15,840 千円 

導入・構築支援を受けながら，標準化・共通化に対応した
次期基幹系システムを導入する。

158

行政改革

包括施設管理委託事業

154
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2,253 千円 

公共料金の支払業務を計画的かつ効率的に行うため，
公共料金明細事前照会サービスを導入する。

164

行政改革

第３期国分寺市内部事務系システム導入・運用委
託事業（新庁舎を除くネットワーク）

160

行政改革 【担当: デジタル行政推進室】 0 円

新庁舎等ディスプレイ整備事業

163

行政改革

コミュニケーションツール導入・運用事業

159

行政改革 【担当: デジタル行政推進室】 4,232 千円 

公共料金明細事前照会サービス導入事業
時間や場所に縛られない新たな働き方を実現するための
コミュニケーション手段として，チャットツールを導入する。【担当: 会計課】

2,707 千円 

第３期国分寺市内部事務系システム導入・運用委
託事業（基盤・アプリケーション）

議事録を効率的に作成するため，議事録作成支援システ
ムを導入する。【担当: デジタル行政推進室】 0 円

令和８年４月の内部事務系システムの更改に向け，新し
い働き方を実現するための基盤・アプリケーションを整備
する。

※令和６年度は支出を伴わない範囲で事務を執行する。

166

行政改革

課税課窓口におけるキャッシュレス決済事業(税務
関係証明等手数料)

162

令和８年４月の内部事務系システムの更改に向け，新し
い働き方を実現するためのネットワーク（新庁舎を除く。）
を整備する。

※令和６年度は支出を伴わない範囲で事務を執行する。

【担当: デジタル行政推進室】 659 千円 

新庁舎への移転に合わせ，更なる業務効率化のため，新
庁舎の執務室（新庁舎以外の拠点も含む。）及び会議室
にディスプレイを配備する。

165

行政改革

議事録作成支援システム導入・運用事業

161

行政改革 【担当: デジタル行政推進室】

行政改革 【担当: 課税課】 257 千円 

生成ＡＩ導入・運用事業
新庁舎への移転に合わせ，税務関係証明等手数料の
キャッシュレス決済を導入し，市民サービスの向上と事務
の効率化を図る。【担当: デジタル行政推進室】 1,148 千円 

更なる業務効率化を推進するため，生成ＡＩを導入すると
ともに，効果的な活用方法の検討を行う。
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171

財政運営

預貯金等照会デジタル化事業

167

行政改革 【担当: 納税課】 697 千円 

建築営繕業務における設計・工事監督支援事業
国税徴収法に基づく預貯金等の照会業務の一部をデジ
タル化することで，事務の効率化を図る。【担当: 公共施設マネジメント課】

ｅＬＴＡＸを通じた電子申告や電子納税に対応するため，
システム改修を実施する。【担当: 情報管理課】 159 千円 

内部事務系端末から閲覧・印刷することができる電子版
住宅地図を導入し，業務の効率化と経費の削減を図る。

173

財政運営

ｅＬＴＡＸ国税連携ＯＣＲ読取サービス対応事業（シ
ステム標準化に係る対応）

169

行政改革 【担当: 課税課】

18,260 千円 

市有建築物の新増築・長寿命化改修等の業務における，
発注の円滑化や適正な履行及び品質を確保するため，
現地調査や関連図書の精査，工事の確実な履行に必要
な資料の作成，施工状況の照合等の監督支援業務を行
う。

172

財政運営

地方税電子申告拡充に係るｅＬＴＡＸサービス対応
事業

168

行政改革 【担当: 課税課】 330 千円 

電子版住宅地図導入事業

行政改革 【担当: 公共施設マネジメント課】 6,591,191 千円 

多言語翻訳システム導入・運用事業 令和６年９月の竣（しゅん）工に向けて本体工事を実施す
る。また，令和７年１月の移転開庁に合わせ，必要な付帯
工事や関連工事を行うとともに，家具什器・備品を購入す
る。

【担当: デジタル行政推進室】 138 千円 

新庁舎の１階と２階の窓口に，多言語翻訳と文字起こしが
可能となるツールを導入し，外国人や聴覚障害者等の利
便性を向上させる。

406 千円 

ひかりプラザ利活用可能性調査委託事業
基幹系システムの標準化・共通化に伴い，国税連携シス
テム等から受信する課税資料の電子データを取り込むた
め，ＯＣＲによる読取サービスを導入する。【担当: 公共施設マネジメント課】 5,335 千円 

新庁舎への移転に伴い，空き空間が発生するひかりプラ
ザについて，再配置する跡施設（機能）の検討を行う。

174

庁舎

新庁舎建設事業

170
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143,271 千円 

現庁舎用地複合公共施設の基本設計及び現庁舎の解
体工事を行う。また，現庁舎用地を活用する民間事業者
の公募，選定を行うための支援として，アドバイザリー業
務を委託する。

180

庁舎

新庁舎建設に伴う付帯設備設置事業

176

庁舎 【担当: 契約管財課】 313,554 千円 

新庁舎移転に伴う統合ネットワーク整備事業

179

庁舎

新庁舎移転に伴う手続案内サービス整備事業

175

庁舎 【担当: デジタル行政推進室】 7,475 千円 

現庁舎用地利活用事業
新庁舎移転後のＡＩチャットボットによる手続案内を実現
するためのシステムを整備する。【担当: 公共施設マネジメント課】

111,105 千円 

新庁舎移転に伴う窓口ワンストップサービス整備
事業

新庁舎における総合管理業務の委託を行う。
【担当: デジタル行政推進室】 5,526 千円 

新庁舎移転後の窓口ワンストップサービスを実現するた
めのシステムを整備する。

182

庁舎

新庁舎移転に伴う産業廃棄物処分事業

178

新庁舎建設に伴い，必要な機能を整備するため，付帯設
備を整備する。【担当: デジタル行政推進室】 57,398 千円 

新庁舎への移転に合わせ，庁内システムのネットワーク管
理を合理化するため，統合ネットワークを整備する。

181

庁舎

庁舎総合管理業務委託事業

177

庁舎 【担当: 契約管財課】

庁舎 【担当: 契約管財課】 33,000 千円 

新庁舎移転に伴う申請支援サービス整備事業
新庁舎への移転に伴い，現庁舎で使用している什器等
の廃棄を行う。【担当: デジタル行政推進室】 45,773 千円 

新庁舎移転後の書かない窓口サービス，ワンスオンリー
を実現するためのシステムを整備する。
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187

庁舎

新庁舎移転に伴うインターネット回線整備事業

183

庁舎 【担当: デジタル行政推進室】 5,015 千円 

電話交換設備保守点検業務委託事業
新庁舎において，市民向けのＷｉ-Ｆｉと，職員向けの業務
用インターネット回線の整備，運用を行う。【担当: 契約管財課】

新庁舎への移転に伴い，紙折機等の事務機器の移設を
行う。【担当: 契約管財課】 13,200 千円 

新庁舎への移転に伴い，災害対応モバイルフォンを導入
する。

189

庁舎

新庁舎移転に伴う保存文書等運搬事業

185

庁舎 【担当: 情報管理課】

330 千円 

新庁舎において新たに導入する電話交換設備の保守点
検を行う。

188

庁舎

新庁舎移転に伴う事務機械室機器移設事業

184

庁舎 【担当: 情報管理課】 196 千円 

災害対応モバイルフォン導入事業

庁舎 【担当: 契約管財課】 255 千円 

新庁舎建設に伴うウォーターサーバー借上事業
新庁舎への移転に伴い，カーシェアリングの運用を開始
する。【担当: 契約管財課】 429 千円 

ペットボトルの削減とマイボトルの普及を促進するため，
新庁舎にウォーターサーバーを設置する。

554 千円 

新庁舎移転に伴う職員用議会音声中継システム
整備事業 新庁舎への移転に伴い，外部倉庫に保管している文書

保存箱及び執務室に配置している郵便料金計器を移設
する。【担当: デジタル行政推進室】 682 千円 

新庁舎への移転に伴い，職員が議会の進行や議論の内
容を把握するため，議会音声中継システムを新たに整備
する。

190

庁舎

新庁舎移転に伴うカーシェアリング導入事業

186
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66,000 千円 

新庁舎における携帯電話不感知対策設備を整備する。

196

庁舎

新庁舎移転に伴う廃棄物品売払事業

192

庁舎 【担当: 契約管財課】 10 千円 

新庁舎議会フロア什器等整備事業

195

庁舎

新庁舎移転に伴うセミセルフポスレジ移設事業

191

庁舎 【担当: 市民課】 106 千円 

新庁舎携帯電話不感知対策設備整備委託事業

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。
【担当: 契約管財課】

194

庁舎

新庁舎移転に伴う物品購入事業

【担当: 契約管財課】 26,707 千円 

新庁舎への移転に伴い，新たに必要となる物品の調達を
行う。

104,000 千円 

市庁舎移転に伴う戸籍事務内連携サーバ機器移
設事業

事業者との協議や職員説明会を実施し，新庁舎への引
越しを行う。【担当: 市民課】 345 千円 

新庁舎への移転に伴い，システム機器の移設を行う。

新庁舎への移転に伴い，廃棄となる物品の売払いを行
う。【担当: 議会事務局】 74,049 千円 

新庁舎への移転に伴い，議会フロアの議場や委員会室，
議会図書室等における什器等を整備する。

197

庁舎

新庁舎移転に伴う引越し業務委託事業

193

庁舎 【担当: 契約管財課】

38



用 語 の 解 説

用　語 説　明

あ行 一般会計

　地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上している会計。現
在のように行政活動が広範多岐にわたる場合においては，より合理
的な方法で経理を行うため，一般会計のほかに特別会計を設けてい
る。

か行 会計管理者
　地方公共団体の会計事務をつかさどり，現金・有価証券・物品の
出納及び保管や，決算を調製し，地方公共団体の長に提出すること
などを行う。

款･項･目･節

　予算を区分するときに使う名称のことをいい，「款」は最も大き
な区分，次に「項」，「目」，「節」と続く。款と項の二つの上位
区分は議会での議決対象となる。歳出においては，「款」・
「項」・「目」は目的別（民生費・土木費など）に分類され，
「節」は性質別（委託料・扶助費など）に区分される。

一般財源
　使途が特定の目的に限定されずに，どのような経費にも充てるこ
とができる財源。市税，地方交付税，地方譲与税，利子割交付金な
ど。

衛生費
　健康にして衛生的な生活環境を保持するための経費で，ごみ処理
や環境対策，病気予防のための各種検診などに要する経費。

義務的経費
　歳出のうち，支出が義務付けられ任意に削減できない硬直性が強
い経費のこと。職員給与等の人件費，生活保護費等の扶助費，地方
債の元利償還金である公債費がある。

教育費
　教育委員会，小中学校の運営，社会教育，生涯学習，スポーツ振
興などに要する経費。

議会費
　議会の活動に伴う経費で，議員の報酬や議会事務の運営費などに
要する経費。

基金
　ある特定目的のために財産を維持したり，資金を積み立てたり，
定額資金を運用するために設けられる資金・財産。財政調整基金，
職員退職手当基金，公共施設整備基金など。

公債費 　地方公共団体が借り入れた地方債の元金及び利子の償還費。

さ行 財政調整基金
　年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てられた積立金の
ことで，一般に地方自治法第241条に基づく基金の形で行われる。長
期的視点から財政の健全な運営を図ることを目的とするもの。

経常経費
　毎年度経常的に支出する経費。人件費，扶助費，公債費などの義
務的経費や経常的に支出される物件費，維持補修費など。

減債基金

　地方債の償還及びその信用の維持のために地方自治法第241条の規
定に基づいて設けられる基金。地方債の償還に必要な財源を確保
し，もって将来にわたる市財政の健全な運営を図ることを目的とす
る。

公営企業

　地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し，経営する
企業（水道，病院，下水道など）。一般行政事務に要する経費が租
税によって賄われているのに対し，公営企業は提供するサービスの
対価である料金収入によって維持される（一般会計において負担す
べき経費を除く）。

性質別経費

　歳出をその経済的性質を基準として，人件費，物件費，維持補修
費，扶助費，補助費等，普通建設事業費，災害復旧事業費，失業対
策事業費，公債費，積立金，投資及び出資金，貸付金，繰出金，前
年度繰上充用金に分類したもの。

総務費
　人事，企画，財政，徴税，統計など他部門に分類されない事業に
要する経費。

商工費 　商・工業振興，観光振興，消費者保護などに要する経費。

消防費 　消防救急，防災・罹災対策などに要する経費。
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た行 地方公営企業法

　公営企業に係る組織，財務及び職員の身分取扱い等に関する地方
自治法等の規定の特例を定めたもの。法の適用により，公営企業会
計方式が採用され，企業としての経済性を発揮するとともに，試算
を含めた的確な経営状況の把握が可能となる。

投資的経費

　支出効果が資本形成に向けられ，施設等がストックとして将来に
残るものに支出される経費。道路，橋りょう，公園，学校などの整
備に要する経費であり，普通建設事業費，災害復旧事業費及び失業
対策事業費からなっている。

特定財源
　一般財源に対し，その使途が特定されているもの。国庫支出金，
都支出金，使用料，手数料，地方債など。

地方交付税

　国税のうち所得税，法人税，酒税，消費税及びたばこ税の一定割
合を，地方公共団体が等しく事務を遂行できるよう一定の基準で国
が交付する税。
　地方交付税には，合理的基準によって算定したあるべき一般財源
所要額としての基準財政需要額が，あるべき税収入としての基準財
政収入額を超える額（財源不足額）を基礎として交付される普通交
付税と，普通交付税で算定しがたい特別な理由により交付される特
別交付税がある。

地方債
　地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達するために
負担する債務で，その返済が一会計年度を越えて行われるもの。地
方公共団体の借金で，地方債を起こすことを「起債」という。

農林費 　農業の振興対策や，農業委員会の運営に要する経費。

は行 扶助費
　社会保障制度の一環として支出される経費で，生活保護法，身体
障害者福祉法，老人福祉法などの法律によるものや，市独自の施策
として実施しているものも含む。

特別会計
　一般会計に対するもので，特定の収入（歳入）・支出（歳出）を
もって特定の事業に充てるよう，一般会計とは区別して経理するた
めの会計。土地取得特別会計，国民健康保険特別会計など。

土木費
　道路，区画整理，公園など快適なまちづくりのための都市整備や
環境整備に要する経費。

用　語 説　明

労働費 　雇用促進や失業対策，労働者福祉に要する経費。

目的別経費
　歳出をその行政目的によって，議会費，総務費，民生費，衛生
費，労働費，農林費，商工費，土木費，消防費，教育費などに分類
したもの。

ら行 臨時財政対策債

　地方財源の不足に対応するため，普通交付税の振替措置として，
平成13年度から投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法５
条の特例として発行される地方債。後年度の返済額相当分について
は全額地方交付税の基準財政需要額に算入されることになってい
る。

補助費等
　公益上必要があると認められる団体などに対して交付する補助金
や報償費，保険料など。

ま行 民生費
　一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費
で，障害者福祉，児童福祉，高齢者福祉，生活保護，福祉医療など
に要する経費。

普通会計

　地方公共団体の財政状況の把握，地方財政全体の分析等に用いら
れる統計上・観念上の会計であり，総務省の定める基準により会計
を統一的に再構築したもの。
　国分寺市においては，一般会計・土地取得特別会計から構成。

普通建設事業費
　投資的経費の代表的なもので，道路，公園，学校などの建設・大
規模修繕に要する経費。

な行
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